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（１）進行管理の基本的な考え方
　地球温暖化対策を始め環境問題への対応は、まちづくり全般に及ぶ課題であることから、市の関
係部局が連携して横断的に施策を進めていくことが必要です。
　そのため、本計画に基づいた取組の進捗状況や各種目標の達成状況などについては、毎年度点検、
見直しを行い、次年度以降の取組に反映していきます。
　また、本計画が定める望ましい環境像を実現するためには、市民・事業者・行政がそれぞれ取り
組むべき内容を認識して実行に移していくこと、さらには互いに連携していくことが重要であり、
市民や事業者、学識経験者等を交えて、定期的に進捗状況の点検を行うことが必要です。

（２）進行管理の仕組み
　本計画に基づいた政策・施策の進捗状況の把握や管
理、取組の評価や点検・改善、市民や事業者に向けた
公表等、一連の取組については、ＰＤＣＡサイクルに
基づき管理していきます。
　また、当市が対象となっている省エネ法や温対法等
の各種法令に基づいた取組についても組織的なマネジ
メントが必要です。
　当市では、平成10年に全国の市として初めて国際
規格ＩＳＯ14001の認証を取得し、以後、平成23年
までの13年間にわたってＰＤＣＡサイクルを軸とし
た環境マネジメントシステムに取り組んできており、
平成23年８月からは、第三者認証によらない市独自
の上越市環境マネジメントシステム（ＪＭＳ）によって環境施策の進行管理に取り組んでいます。
　本計画の推進に当たっては、引き続きＪＭＳによるＰＤＣＡサイクルに基づいた進行管理を行っ
ていきます。

環境
方針

Plan

Do

Check

Action

計画
（Plan）

点検
（Check）

実施及び運用
（Do）

　　　目標の設定及び実施計画の策定
・ 環境に有意な事務事業の特定
・ 法的要求事項調査の実施
・ 市全体及び部門別における年間目標の設定
・ 市全体及び部門別における年間計画の策定
・ 策定した年間計画の職員への周知など

　マネジメントレビュー
　・ 総括者への報告（取組状況、審議の結果等）
　・ 総括者による取組状況等の評価、見直しの指示
　・ 総括者の指示事項を庁内に周知・共有
　・ 市全体の目標及び実施計画の決定・見直し
　・ 方針やシステム全体の見直しなど

結果の報告及び審議
　・ 結果の集約、未達成や不適合の検証
　・ 是正及び予防措置の報告
　・ 環境管理委員会及び環境政策審議会での審議
　・ 市全体の取組結果の評価
　・ 目標及び実施計画見直しの必要性判断など

　　　実施計画に基づく事務事業の実施

マネジメントレビュー
（Action）

・ 環境に配慮した事務事業の実施
・ 目標及び実施計画の進捗管理
・ 職員の知識向上を図るための研修の実施
・ 日常業務における環境改善の取組の周知
・ 法令遵守や目標達成のための手順の確認など
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（３）計画の推進体制
　本計画に基づいた政策・施策は、ＪＭＳで定めているマネジメントの体制により、実効的かつ体
系的に推進していきます。
　体制の中では、とりわけ「環境管理委員会」による各実行部門の取組の横断的な調整、市民や事
業者、学識経験者により構成される「環境政策審議会」における点検、広く市民に向けた「取組状
況等の公表」、職員はもとより、市民、事業者等による着実な意識啓発のための「研修、啓発活動」
の四つの仕組みが重要です。

（ア）環境管理委員会
　副市長、理事、環境部長、関係部局長によって構成される環境管理委員会を中心に、環境に関
する施策の総合的な推進を行い、計画の点検・見直しにあたる全庁的な総合調整を行います。

（イ）環境政策審議会
　上越市環境政策審議会条例に基づき、学識経験者・関係行政機関・事業者・市民などで構成さ
れています。環境施策の実施状況や計画の進捗状況の報告を受け、公正かつ専門的な立場から調
査審議を行い、市長へ意見を述べます。

（ウ）取組状況等の公表
　本計画の進捗状況や、市域及び事務事業の温室効果ガス排出量等について、市ホームページや
広報紙、毎年度発行する「上越市の環境」などで市民や事業者に広く公表します。

（エ）研修、啓発活動
　市の職員に対しては、ＪＭＳの教育訓練の一環として職員研修等を実施するとともに、庁舎内
への掲示やグループウェア等を通じた意識の醸成を行います。
　また、市民等に対しては、本計画における「環境学習分野」の取組に基づき、環境保全活動や
各種学習会、イベント等についての情報提供を積極的に行い、意識と知識のさらなる向上に努め
ます。

環境管理総括者
（市長）

環境政策審議会

（1）学識経験者
（2）関係行政機関の職員
（3）事業者
（4）公募に応じた市民
（5）その他市長が必要
　　と認める者

上越市環境政策審議会条例

環境管理委員会
※上越市環境基本計画に基づく取組に
　ついて総合的かつ分野横断的に審議

実行部門（各部局）

環境管理責任者
（環境部長）

環境管理事務局
（環境政策課）

意見

環境管理副総括者
補佐（理事）

環境管理副総括者
（環境部を所管する

副市長）
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